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第１章　総　則

（目　的）
第１条　　この規程は、会社の経理に関する基準を定め、経営活動に伴う諸取引を明瞭かつ正確に処理し、会社の財政状態及び経営成績に関して真実明瞭な報告を行うことにより、財務報告の信頼性を確保するとともに、経営活動の計数的把握を通じ、その効率的運営を図ることを目的とする。

（適用範囲）
第2条　　この規程は、会社の経理業務について適用する。

（定　義）
第３条　　この規程における用語の定義は次のとおりとする。
1.　経理業務とは、次の事項をいう。
　　　　　 　(1)　会計伝票、帳簿及び財務諸表の作成、整理並びに保管に関する事項
　　　　　 　(2)　現金、預金及び手形の出納、保管並びに有価証券に関する事項
　　　　　 　(3)　資金の調達及び運用に関する事項
　　　　　 　(4)　債権・債務に関する事項
　　　　　 　(5)　棚卸資産の経理に関する事項
　　　　　 　(6)　固定資産の経理に関する事項
　　　　　 　(7)　繰延資産の経理に関する事項
　　　　　 　(8)　原価計算に関する事項
　　　　　 　(9)　決算に関する事項
　　　　　　(10)　税務に関する事項
　　　　　2.　会計処理とは、すべての取引について正確且つ明瞭に記録・分類・集計等の正規の簿記手続きを行うことをいう。
　　　　　3.　証憑とは、請求書、領収書、その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。
　　　　　4.　業務責任者とは、管理部門、製造部門及びその他各部門における部・室長をいう。
　　　　　5.　業務担当者とは、管理部門、製造部門及びその他各部門における担当者をいう。
　　　　　6.　経理統括責任者とは、工場長をいう。
　　　　　7.　経理責任者とは、経理業務の責任者をいい、総務部長がこれにあたる。
　　　　　8.　経理担当者とは、経理業務を担当する者をいう。

（会計処理の原則）
第４条　　会計処理は、「会社法」、「企業会計原則」、その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って行うものとする。

（会計年度）
第５条　　会計年度は、定款に定める事業年度とし、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（会計単位）
第６条　　会計単位は、全社を１単位とする。



（内部統制の整備）
第７条①　財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす情報の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備する。
　　　②　経理責任者は、取引業務及びその会計処理上の虚偽、誤謬を発見防止するため内部牽制が適切に行われるよう常に留意し、必要な措置を講ずるものとする。

（法令等の遵守）
第８条　　会社の経理業務に係る者は、会社法、税法その他関係法令並びに定款及び社内規程類に定められた規定を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

（帳票の整理・保存）
第９条①　決算書類、帳簿、会計伝票及び証憑書類の整理・保存は、関係法令に従って行う。
②　電子取引データの取引情報の保存は、別に定める「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理要領」による。

第２章　勘定科目及び帳票

（会計処理）
第10条①　資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引（以下、「取引」という。）は、遅滞なく会         計処理しなければならない。
②　取引は、適正な勘定科目に仕訳し、伝票及び帳簿に記録、整理しなければならない。

（勘定科目）
第11条　　勘定科目の内容及び処理基準は、別途定める。

（会計伝票及び会計帳簿）
第12条　　会計伝票及び会計帳簿は次のとおりとする。
　　　　　 1.　会計伝票：入金伝票、出金伝票、振替伝票
　　　　　 2.　会計帳簿：主要簿、補助簿

（会計伝票）
第13条①　全ての取引は、会計伝票に基づいて会計処理するものとする。
　　　 ②　会計伝票は、証憑に基づいて作成し、経理責任者の承認を得るものとする。

（会計帳簿）
第14条①　補助簿は、原則として勘定科目ごとに設け、会計伝票から作成する。
　　　 ②　補助簿残高は、毎月末に総勘定元帳残高と照合しなければならない。


第３章　資　金

（資金業務）
第15条　　資金業務とは、資金の調達及び金銭の出納、保管を含む金銭の運用管理全般をいい、総務部が行う。

（金銭の出納）
第16条①　出納の請求は、所定の伝票を作成し、証憑を添付して、業務責任者の承認を得たうえで経理         担当部門に申請する。　
　　　 ②　経理担当者は、当該受理した伝票及び証憑を照査し、経理責任者の承認を得たうえで出納を行う。
　　　 ③　総務部以外の者は、領収書を発行してはならない。

（残高の照合）
第17条①　金銭等の残高は、次に定めるところにより、照合を行うものとする。
　　　　　 1.　現金：日々の入出金終了後、所定の帳票と照合する。
　　　　　 2.　預金：月末に、所定の帳票と照合する。第２四半期末、期末その他必要がある場合は、預金先の残高証明書と併せて照合する。
       ②　経理担当者は、前項の照合結果について経理責任者の承認を得るものとし、また金銭に過不         足が生じたときは、原因を究明し、遅滞なく経理責任者に報告して、その指示を受けるものとする。

（金融機関との取引）
第18条　　金融機関との預金取引、その他の取引を開始又は廃止する場合は、所定の決裁を得て行うものとする。

（資金の借入）
第19条　　資金の借入は、所定の決裁を得て行う。

（債務残高の確認）
第20条　　金融機関に対する債務並びにそれに伴う差入担保物件等について、第２四半期末及び期末の         相手方残高を確認し、帳簿残高と照合するものとする。

（債務保証及び担保差入）
第21条①　債務の保証、担保の差入など、将来において会社の資産に影響を及ぼす可能性のあるものに         ついては、所定の決裁を受けて行うものとする。　
　　　 ②　債務の保証、担保の差入等については、補助簿を備えてその明細を明らかにし、第２四半期末、期末及び必要があるときには、相手方に確認し、帳簿残高と照合するものとする。

（資金の貸付）
第22条　　資金の貸付は、所定の決裁を得て行う。

（有価証券の取得等）
第23条①　有価証券の取得・差入・売却は、所定の決裁を得て行う。
　　　 ②　記名式の有価証券は、取得後遅滞なく名義交換手続きを行わなければならない。

（有価証券の管理）
第24条①　有価証券については、補助簿を備え、その明細を明らかにしておかなければならない。
　　　 ②　経理担当者は、第２四半期末、期末及び必要があるときは現物を会計帳簿と照合のうえ、残高明細書を作成し、経理責任者の承認を得るものとする。

（有価証券の評価）
第25条①　有価証券の取得価額は、購入価額又は払込金額とする。
　　　 ②　有価証券の評価基準及び評価方法は、次のとおりとする。　 
1.　売買目的有価証券：時価（評価差額は当期の損益とする。）
　　　　　 2.　満期保有目的債権：償却原価法
           3.　子会社及び関連会社株式：移動平均法による原価法
　　　　　 4.　その他の有価証券
　　　　　　　　 時価のあるもの：市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
　　　　　　　　　　　　　　　 　処理）
　　　　　　　　 時価のないもの：移動平均法による原価法
　　　　　　　　 但し、有価証券の時価が著しく下落し、回復の見込みがないときは、相当の減額を実施するものとする。
　　　 ③　有価証券及び出資証券の取得価額には、付随費用を含めるものとする。


第４章　債権・債務

（債権・債務の管理）
第26条　　債権・債務は、その発生から消滅に至るまで、取引先別及び購入先別に記録、整理して、業務責任者が管理しなければならない。

（債権の回収）
第27条　　債権は、契約に定められた期間中に回収するものとし、経理責任者は、この期間を超えて債         権がなお未回収であるものを把握するとともに、業務責任者と連携して、適切な保全措置をとらなければならない。
　　　
（債務の支払）
第28条　　経理責任者は、債務について補助簿等に基づき確認のうえ、支払手続きを取らなければなら         ない。

(売上債権の計上)
第29条①　商品及び製品の販売は、原則として出荷日を基準として売上の計上を行うものとする。
　　　 ②　日本から直接輸出し、販売先の輸入港または輸入国内の指定場所で引渡す時点において販売先へ支配が移転する輸出取引においては、引渡予定日を基準として売上を計上する。その売上及びそれに対応する費用の調整は、決算修正仕訳により期末決算、四半期決算の売上及び期間損益へ反映させる。
 ③　役務の提供は、役務の提供が完了した日を基準として売上の計上を行うものとする。　 

（仕入債務の計上）
第30条①　商品及び原材料の仕入は、検収日を基準として仕入の計上を行うものとする。
　　　 ②　役務の受入は、役務の受入検収日を基準として仕入の計上を行うものとする。　 

（その他の債権・債務の計上）
第31条　　その他の債権・債務が発生した場合、業務担当者は業務責任者の承認のうえで、発生を証す
         る証憑に基づき、債権・債務を計上しなければならない。

（残高確認）
第32条①　経理責任者は、期末において、売掛金の残高内容を相手先に通知照会し、その確認を行うこ         とを要する。但し、期末に行うことが困難な場合は、毎期継続して一定の日にこれを行うことができる。
　　　 ②　前項の確認は、売掛金以外の債権・債務のうち、特に重要として指定されたものについて準用する。　 

（特殊整理）
第33条　　業務責任者は、その管理する債券・債務について不測かつ特殊の事由によりその償却が必要         となった場合は、遅滞なく経理責任者と協議して、所定の決裁を受けて処理を行うものとする。


第５章　棚卸資産
（棚卸資産の範囲）
第34条　　棚卸資産とは、製品、半製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。

（棚卸資産の管理）
第35条①　各部門において所管する棚卸資産の受払及び保管等の管理については、当該業務責任者がそ         の責任を負う。常に現品在庫の内容を把握し、適正在庫量の維持を図り、管理運営に万全を期         すものとする。
　　　 ②　棚卸資産の受入・払出は、継続的に記録し常にその在庫量を明確にしておく。 
　　　 ③　盗難・紛失等の事故が発生した場合及び実施棚卸により過不足が発生した場合は、経理責任者に報告する。
　　　 ④　経理責任者は、前項のうちその重要なものについて社長に報告するとともに処理につき指示を受けるものとする。
　　　 ⑤　棚卸資産に関する管理の詳細は、別に定める「棚卸資産管理要領」によるものとする。

（棚卸資産の取得価額）
第36条　　棚卸資産の取得価額は、次のとおりとする。
　　　　　 1.　購入品：購入価額（値引き、割戻しは控除する。）及び付随費用
　　　　　 2.　自社品：製造原価

（棚卸資産の実地棚卸）
第37条①　棚卸資産の管理責任者は、年度末に実地棚卸を行い、帳簿残高と照合しなければならない。　　
       ②　前項の実地棚卸に当たっては、当該棚卸資産の管理に直接関係ない第三者の立会を要する。
       ③　社外に保管されている棚卸資産については、倉庫会社等の在庫証明書又は立証する書類をもって実地棚卸に代えることができる。
④　 実地棚卸実施に関する手続きは、別に定める「実地棚卸実施要領」によるものとする。　

（棚卸資産の評価）
第38条　　棚卸資産の評価方法及び評価基準は、次のとおりとする。
　　　　　 1.　商品、製品、半製品、仕掛品及び原材料：月別総平均法による原価法　
　　　　　 2.　貯蔵品：移動平均法による原価法
　　　　　 　但し貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定する。本項の適用は洗い替え法によるものとする。


第６章　固定資産

（固定資産の範囲）
第39条　　固定資産とは、耐用年数が１年以上でかつ金額が２０万円以上の資産で、次に掲げるものをいう。
　　　　　 1.　有形固定資産：建物及び附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品、土地、リース資産、建設仮勘定
　　　　　 2.　無形固定資産：特許権、借地権、商標権、実用新案権、意匠権、電話加入権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産、のれん

(固定資産の管理)
第40条①　固定資産を現に保有する部門長は、その維持管理の責任を負う。
       ②　固定資産の管理は、別に定める「固定資産管理要領」によるものとする。


(固定資産の現物照合)
第40条の2　有形固定資産の管理責任者は、期末時点のその管理に係る有形固定資産について、所定の固定資産台帳と現物照合を行い、その結果不一致が生じる場合、所定の手続きを行い現物残高との一致を図るものとする。

（固定資産取得等の決裁）
第41条　　固定資産の取得・売却・除却・貸付・借入・担保提供・交換･贈与等を行う場合は、所定の　　　　 決裁を得なければならない。

（固定資産の取得価額）
第42条　　固定資産の取得価額は、次のとおりとする。
　　　　　 1.　購入によるもの：購入価額及び付随費用の合計額
　　　　　 2.　工事によるもの：工事原価又は請負工事費及び付随費用の合計額
　　　　　 3.　交換によるもの：交換に提供した資産の帳簿価額と支出した差金の合計額
　　　　　 4.　贈与又は代物弁済によるもの：原則として当該資産の受入時の評価額

（資本的支出及び修繕費）
第43条①　有形固定資産の価値を増加あるいは耐用年数を延長するための支出は、これを該当する有形固定資産の帳簿価額に加算する。　
　　　 ②　有形固定資産の効果を維持するための支出は、これを修繕費として処理する。　

（減価償却）
第44条①　固定資産のうち、償却すべき固定資産（土地・建設仮勘定・借地権及び電話加入権を除く固         定資産、以下「減価償却資産」という。）は原則としてその資産を事業の用に供した月から減価償却を行う。
　　　 ②　減価償却は、次の方法によるものとする。
　　　　　 有形固定資産及び無形固定資産（電話加入権及び利用権を除く）：定額法
　　　 ③　減価償却の基準となる耐用年数及び償却率は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による。

（固定資産の減損処理）
第45条　　経理責任者は、固定資産が経済状況の変化等により投資額の回収可能性が見込めなくなった         場合、減損会計処理しなければならない。減損損失は当該損失が認識された期の損失とする。減損損失の額は、当該固定資産の帳簿価額から回収可能額を控除した金額とし、回収可能額は、その資産を売却した場合の正味売却価額と使用価値（将来キャッシュフローの割引現在価値）のいずれか大きい方とする。


第７章　繰延資産

（繰延資産の範囲）
第46条　　繰延資産は、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費をいう。

（繰延資産の計上）
第47条　　繰延資産は原則として支出時に費用として処理するが、経理責任者が所定の決裁を受けて指         示したものに限り、繰延資産として計上できるものとする。


第８章　原価計算

（原価計算）
第48条①　原価計算は、「原価計算基準」（企業会計基準審議会制定）によるものとする。　
　　　 ②　原価計算の方法は、総合原価計算によるものとする。


第９章　決　算

（決算の種類）
第49条①　事業年度末現在をもって期末決算を行う。　
　　　 ②　月末現在をもって月次決算を行う。
（期末決算処理）
第50条　　期末決算は、当該事業年度の経営成績及び期末現在の財政状態を正確に把握するため、次に         掲げる決算処理を行う。
　　　　　 1.　決算期日までの取引を発生主義に基づき会計処理する。
　　　　　 2.　各勘定科目の残高内容を照査し必要な整理を行う。
　　　　　 3.　資産の実査・照合を行い、その確認及び評価を行う。
　　　　　 4.　負債を確定する。
　　　　　 5.　引当金等を計上する。
　　　　　 6.　当該期における費用・収益を確定し、その期間対応区分を行う。
　　　　　 7.　税効果会計に基づき、当該期間に帰属する法人税等の額を決定する。
　　　　　 8.　外貨建項目の処理を行う。
　　　　　 9.　その他決算に必要な諸事項の整理を行う。

（決算書類）
第51条①　期末決算の書類は会社法の定めに従い、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変         動計算書、個別注記表）及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成するものとする。
　　　 ②　月次計算表の書類は、貸借対照表、損益計算書、その他必要と認めた書類によるものとする。　　

（決算の承認及び報告）
第52条①　期末決算の結果については、前条第１号に定める書類により、経理統括責任者が取締役会に報告し、承認を得るものとする。　　
　　　 ②　月次決算の結果については、月次報告書により、経理統括責任者が社長に報告する。


第１０章　税務申告書

（税務申告書の作成納付）
第53条　　総務部長は、確定した決算に基づき、国税、地方税について申告書を提出し、所定の期日ま         でに申告、納付する。


第１１章　連結財務諸表

(親会社への報告)
第54条①　企業集団の財政状態及び経営成績を把握するため、連結財務諸表用資料を作成し親会社に報         告する。　　
　　　 ②　連結財務諸表用資料は、親会社の事業年度を連結会計年度とし、期末及び四半期末に作成する。


第１２章　雑　則

（規程の管理）
第55条　　この規程の管理は、総務部長が行う。

付　　則

①　この規程は、２０１２年　１月　１日から施行する。
②　２０１４年１０月　１日　一部改訂
③　２０２１年　７月　１日　一部改訂
④　２０２４年　１月　１日　一部改訂
⑤　２０２４年１０月　１日　一部改訂
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